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2020年2月14日

沼間小学校区地域連合会 書記

沼間小学校区地域連合会(住民自治協議会) 第９回代表者会議 議事録

１．会議概要

（１）日時： 2020年1月25日（土） 15時00分～16時30分

（２）場所： 沼間小学校区コミュニティセンター学習室

（３）出席会員： 17団体／所属会員34団体 ＝ 50 % 〔会議成立〕

（４）その他出席団体

・協力団体（沼間小学校、沼間中学校、東部地域包括支援センター)

・逗子市 （地域担当職員）

２．まとめ、決定事項

（１）空き家情報のパネルへの記載 〔森谷副会長、各自治団体〕。

（２）東逗子バス停のベンチの必要性、新規設置方法の検討を次回実施 〔磯部事務局長、各自治団体〕。

３．会長挨拶

・こんにちは。本日も、お集り頂きまして、有難うございます。ざっと見ると、今日は少人数ではありますが、決めるべ

きものはしっかりと決めて、有意義に進んで参りたいと思いますので、宜しくお願い致します。

４．議 題

４．１ 地域づくり事業

（１）福祉部会から

（ａ）互いに気遣うまちづくり 〔坂口部会長〕

①沼間小学校区民生委員・児童委員名簿 （資料配布）

・担当させて頂いている坂口です。今日、皆様の方にお配りさせて戴きました資料は、沼間小学校区の民生委員・児

童委員の名簿です。１番から18番までが、沼間と桜山のメンバです。この担当区域と自治会、町内会さんが合致し

てないことから、担当区域の書き方が、なかなか難しいのですが・・・。

・ 2枚目のカラーの資料が、その区域図です。ここに記載の番号が、1枚目のその番号の民生委員・児童委員の担当

区域に当たります。例えば、9番の沼間アーデンヒルのところは、私、坂口敏子が担当となっています。

・今回は、担当区域と担当者名だけで、各民生委員・児童委員の住所と電話番号は載せてはおりません。

それは、ここに記載した担当者皆さんのご了承を得ておりませんし、近々、各民生委員・児童委員の方から担当区

域の各自治会・町内会の会長さんなりに、直接ご挨拶にお伺いして、今後ともご協力を戴ければと思っております

ので、どうぞ宜しくお願い致します。

・それと、6番の沼間下、11番の沼間柚子沢、13番の沼間上の3地区は、民生委員・児童委員が欠員となっています

ので、是非ここについても、推薦をご検討頂きたいと思います。

・それから、この資料に記載漏れが有りました。前の黒板に書かさせて頂きます。お手元の資料の18番の下に追記

をお願い致します。「番号は1～18番で、区域は全区域で、主任児童委員 宮原真澄」と書き加え願います。

主任児童委員と言いまして、この全地区を対象に、お子さんの問題を主にやって下さっている方です。

②連携事例のご紹介

・次に、この地域で連携が上手く取れた事例を、お話し致します。1月15日の夕方に、森谷副会長の方から私の家に

次の内容のお電話がありました。「ご近所で買い物をされたおじいさんが、転んでしまって、ちょうどアーテックの前

で動けなくなってしまって、それを見つけた私（森谷さん）がその方にお話を伺うと、もう動けないとのことでした。

お住まいはどちらですか？と伺うと、沼間３丁目で、一人暮らしですとのことでした。それでは、ご連絡してもどなたも

居ないので、私（森谷さん）が自分の車で、ご自宅まで送り届けました。私（森谷さん）は帰ってきましたが、でも心配

だな思います。担当の民生委員さんにご連絡頂けると助かります。」ということで、私の方にご連絡を戴いた次第でし

た。

・沼間３丁目には民生委員が何人か居ますが、私の方でも、沼間３丁目だけでは、誰が担当か分かりませんでした。

そこで、民生委員の新倉さんと角巻さんにお電話しましたが、二人とも連絡が取れない状況でした。そこで、放って
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置く訳にもいかず、私が車でアーテックさんに伺い、「その方のお家を教えていただけますか。」と森谷さんにお願

いし、森谷さんに案内頂きながら、私の車でそのお宅に伺いました。そのお宅に着いても、電気も付いておらず、

真っ暗で、インターホンを押しても、窓ガラスをトントンしても、裏に回っても、全然応答がありませんでした。

・そこで、森谷さんと二人で、「どうしようか。中で倒れているかな。」ということを心配しながら、２０分ばかりトントンして

ました。そうしたら、やっと出て来られまして、「血は止まったから、もう良いよ。」とお話しされましたが、「心配ですか

ら、私の車で病院にいきましょう。」と言っても、「もう良いよ。」と何度もおしゃられました。「それでは、息子さんのご

連絡先を教えて下さい。」とお話しすると、「息子は仕事中だから、掛けなくて良いよ。」と９２歳のおじい様が一所懸

命頑張っておられました。ズボンは血だらけで、手も青あざになっていて、どこをどう打っているのか心配な状況で

した。私達二人に、「もう、良い。」、「大丈夫、大丈夫。」の繰り返しでした。

・これは大変だという状況でしたが、その内に担当の民生委員が駆けつけてくれました。一応連絡先をと、お願いしま

したが、中々見つかりませんでした。ご近所のおばあ様と一緒に、息子さんの連絡先を探して、新横浜でお勤めし

ているご長男さんとご連絡がとれ、「７時までには、戻ってくる。」ということになりました。

・担当民生委員とご近所のおばあ様とが、そのお宅でお留守番をさせて戴いて、それから救急車を呼ぶことになりま

した。病院で診て戴いたところ、大した怪我では無く、打ち身と傷が沢山だったということでしたが、やはり一人暮ら

しで、手元に緊急連絡先が無かったので、私達も右往左往して、失礼ながら、あちこち探させて戴きました。

これもやはり、地域の皆さんとの連携かなと思ってますので、今後もこういったことも有りうると思いますので、どう

ぞこれからも、宜しくお願いしたいと思います。

③二分の一成人式の紹介

・ 2月4日に、沼間小学校の4年生が、10歳になったということで、二分の一成人式の式典を開催します。

その中で、地域のおじい様、おばあ様と一緒に運動会をやりたいということで、私達民生委員の方から、元気な10

名の方に参加をお願いしています。地域の皆さんに、こういったご協力も、戴いております。

（２）防災安全部会から

（ａ）防災対応力の向上〔磯部事務局長〕

・中嶋部会長が、今日は都合が付かないとのことですので、私の方からお話し致します。

前回、資料をお配り致しまして、自助、共助、公助といったことの整理をさせて戴いてます。前回、中嶋部会長の方

から報告させて戴きましたが、大変に分野が広くて、どういう風に取り組んでいくかということに関して、今、討議し

ているところです。

・一つお願いしたいと思っていることが有りまして、防災安全部会といっても、今は３人でやっていますが、とてもこの

３人で何かするということには限りがあります。また、住民自治協議会という性格上、より多くの方々に参加して頂

いて、活動するのが正しい姿だろうと考えています。

そこで、大きな自治会の中には、防災部といったようなものが有ると思います。そういった組織の有る自治会に、

これから働きかけをして、一緒に協力して頂いて、活動を前に進めたい、といったことを討議しています。

そういった状況です。以上です。

（３）環境部会から

（ａ）東逗子駅前ロータリー美化・活用について 〔工藤副会長〕

・東逗子駅前ロータリーの美化運動ですが、現状は大分綺麗になっています。それと雑草も、少々生えています。

逗子ずし４月号に載る写真を撮るために、2月2日（日）の10:00から、周辺の草取りと枯れた花の植え替えを行い

たいと思います。参加のできる方は、10:00からやりますので、ご協力ください。以上です。

・ご参加頂きますと、写真が広報ずしに載ります。おめかしして、ご参加ください〔磯部事務局長〕。

・写真は掃除しているところと、綺麗な花壇が載ります。この時だけでも構いませんので、是非ご参加ください。

今後に繋がればと思います〔曽志会長〕。

（４）青少年部会から

（ａ）わんわんパトロール 〔曽志会長〕

・先月もお話しさせて頂きました、わんわんンパトロールについてですが、各自治会さんに用紙を見本という形で持っ

て帰って頂いて、もう何人かの方から声を掛けて戴いています。私の方にも、数人から、「やっても構いませんよ。」

とのお声を戴いています。そこで、いよいよスタートを切っていきたいと思っています。



3

・わんちゃんの首にストラップを付けて貰うということで、これは見本ですが、この様な骨の形をしたストラップを、申し

込んで頂いた方には、お配りを致します。首輪の辺りに、ぶら下げて頂き、わんちゃんの散歩の際に、ついでに

パトロールの形をとって頂くことにしていきたいと思います。正式にもう一巡、申込用紙を自治会等さんや犬を飼わ

れている方同士の伝達等で、お渡ししていく形をとります。この中にも、「私のところで犬を飼ってます。」という方が

いらっしゃいましたら、率先してお声を掛けて頂ければ、と思います。あくまでも、犬がパトロールをするという、

抑止力としての形です。宜しく、お願い致します。以上です。

(５）まちづくり部会から

（ａ）公共交通の充実 〔江連書記〕

・菊地部会長が、今日は欠席ですので、事務担当の江連から、ご報告致します。

先月お話しさせて戴いた後は、具体的な進捗は無いのですが、新たな情報があったので、お話し致します。逗子市

の担当課は環境都市課ですが、そこの担当の方から、「令和２年度の逗子市の予算案に、実証試験に掛かる費用

を予算案に計上したい。」とのお話しが有りましたが、「今回、その費用が庁内で認められた。」との連絡を戴きまし

た。これから、令和2年度の予算案は、市議会で討議され、承認頂ければ、決定となります。

・また、その担当の方から、この件を監督する役所である関東運輸局神奈川運輸支局に相談に行って戴き、「そこで、

実証試験を実施するに当たっての助言を戴いた。」とのことです。

一つ目は、公共交通事業者、地域住民、関係行政機関等から成る会議体を、市が新たに設置し、実証試験から本格

運行までの運行ルートや乗客の費用負担などを、決めていく必要が有るとのことです。

二つ目は、利用者からの料金徴収方法の工夫が必要とのことです。

・今のところ、この様な状況ですが、2月に入ってからと思いますが、市の担当者、アーデンヒル自治会執行部、当会

の我々とで、実証試験に向けた検討等を進めるべく、会合を持ちたいと思っています。以上です

・別の所から、聞いた情報ですが、市は南台住宅に関しては、独自の解決法を考えているとのことです。

杜の郷さんのご協力を戴くことを、考えているとのことです〔磯部事務局長〕。

（ｂ）空き店舗、空き家の有効活用 〔森谷副会長〕

・空き家という部分ですが、先月皆さんから「空き家というのはどこまでの定義か？」とのご質問を戴いた時に、「朽ち

ているというか、誰も住めないような家が、わかり易いことから、先ずはそれを出して下さい。」とお話し致しました。

例えば、屋根が飛んでいるとか、ドアが壊れているとか、誰も住んでおらず、草がぼうぼうになっているとか、誰も

住めないなといった廃屋の方が、皆さんの方でも確実に分かると思います。

・それをどういった形で出すかについては、今回、部会の方で、当地区の全世帯が載っている地図パネルを作ること

にしました。この様な地図を、90cm×120cm程に大きく拡大し、表面処理をして、ホワイトボード状の物を作ります。

そこに、油性ペンで書き込むと消え難くなります。消したい時には、シンナー等で拭けば綺麗に消すことができます。

例えば、赤色は住めない家、黄色は住めそうな家、青色は賃貸可能な家とか、色分けして書き込んで戴くことを、

考えています。このように書き込んで戴くことで、最終的に見やすいマップができると思います。

今年度、予算化された部分が有りましたので、パネル製作をしていきます。そのパネルは、1階の当会事務所の中

に設置致しますので、皆さんはこの代表者会議等で1ケ月に一度はお見えになると思いますので、その際に記入

をお願いしたいと思います。こんな風にしたいと思いますので、皆さん、宜しくお願い致します。

【Ｑ＆Ａ、Ｃ】

Q1：先程の民生委員・児童委員の名簿についての、質問です。１番から18番で、どなたが民生委員で、どなたが児童委

員かの区別は、どこを見れば良いのですか？ 〔森谷副会長〕

A1：宮原さんだけは、主に子どもさんを見る主任児童委員ですが、他の18名の方は全員、民生委員と児童委員を兼任

しています。お子さん、ご高齢の方や障がいの有る方等、全ての方々を見ます〔坂口部会長〕。

C2：わかりました。そんなに大変なのですね〔森谷副会長〕。

Q3：わんわんパトロールは、いつから始まるのですか？〔東逗子子ども会連合会 曽志実氏〕

A3：始まるのは、まだです。今、何人かのお声を戴き、候補は居るのですが、この骨のストラップを購入していないので、

すぐには開始できません。また、申込用紙の詰めと申込用紙の回収方法も、まだ決まっていません。

申込方法は、郵送して頂くのか、この沼間小学校区コミニティセンター 一階の住民協事務室前にボックスを設けて

直接入れれて頂くか等を、検討しています〔曽志会長〕。

Q4：ストラップは、申し込み戴いた方の数を作るのか、それとも多めに作るのですか？〔曽志実氏〕
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A4：少し多めに作るつもりです〔曽志会長〕。

Q5：そうであれば、別に登録しなくても良いのではないですか？〔曽志実氏〕

A5：こういった方々が、わんわんパトロールに動いて下さっているということを掌握させて戴きたいことと、保険を掛ける

上で、氏名、住所が必要になりますので、登録は必要です。わんわんパトロール隊員申込書というものを、作らさせ

て戴いています〔曽志会長〕。

C6：了解しました。有難うございます〔曽志実氏〕。

３．２ 地域の課題の共有

・次に、地域の課題の共有と、先月の臨時総会の件について、お話しします。

先ずは前回、災害ゴミの処分や仮置きについて、桜山番合谷戸自治会から問題の提起が有りました。

これに関して、市の方と少し話をしまして、基本的な方針が出ました。市の方から、少しお話し頂きます。

（１）災害ゴミの問題について 〔逗子市 村松氏〕

・こんにちは、逗子市です。この代表者会議の場で、台風被害等の後の災害ゴミの処理についての問題提起を戴き

ました。その際に、自治会長様から市役所にお問い合わせ戴いたとのことですが、担当課の方で、きちんとした

お答えができなかったようで、申し訳ありませんでした。

・最新の状況です。「災害廃棄物処理計画」というのを、作る作業をしています。担当課は、環境都市部資源循環課で

す。資源循環課の方で今年の3月までに、当計画を作る予定でしたが、昨年の台風被害の状況等も勘案し、当時の

状況も新たに加えた計画にするということで、計画策定の方を1年間伸ばして、令和2年度中に「災害廃棄物処理計

画」を纏め、台風、地震等によって発生した廃棄物について、どこに集めて、どのように処理するかということを、

行政の方で計画付ける、という状況になっています。以上、ご報告させて頂きます。宜しく、お願い致します。

【磯部事務局長から】

・来年の3月末までとのことですと、今年の台風被害には間に合いませんね。その計画の進捗とか、対応状況等につ

いて、都度教えて頂ければと思います。台風が来る前に、完成形でなくても、教えて戴ければ、少しは安心できるか

と思います。宜しく、お願いします。

（２）東逗子バス停のベンチについて 〔曽志会長〕

・京急バスをご利用する方や、県道24号線を通られた方は、お気づきになっているかと思いますが、東逗子バス停

に設置されているベンチ2脚が、黄色いテープで「立ち入り禁止」と貼ってあります。あそこは、ヨークマートでお買

い物をされ、大きな荷物を持って、バスで帰ろうと立って待っていらっしゃる方を、多数お見うけします。

何故、そのような状況になっているのか、写真も撮ってきました。あそこのベンチ2脚には、張り紙がされており、

それには「ベンチの撤去について。このベンチの所有者を探しましたが、見つかりませんでした。危険な状態のため、

撤去致します。ご理解戴き、ご協力の程、お願い致します。1月22日 環境都市部都市整備課」と書かれていました。

・少し疑問に思い、直接、都市整備課にお電話をさせて戴き、「所有者をどのように探したのか？」と尋ねました。

すると「沼間1丁目自治会さんの方にお聞きしましたが、分かりませんでした。」とのことでした。「商店街さんの方に

も、聞いたのですか？」と重ねてお聞きすると「聞いていない。」ということであり、沼間1丁目にしか聞いてなかった

ようです。さらに「撤去は、どの位の時期に、行なわれるのですか？」と問いますと、「2週間位で、撤去する予定で

す。これは、市の方で無償で撤去します。」との話でした。ということで、2週間位であそこからはベンチは無くなりま

す。元々、どなたが置いたのか、市としても、当会としても分らない状況です。

・先ず、皆さんにお話ししたいのは、あのベンチはどなたが置いたかとか、あそこから持ってきたとかのお話を知っ

ておられる方が、この中に居らっしゃいますか？

【Ｑ＆Ａ、Ｃ】

A1：沼間1丁目自治会の高橋です。前々回の役員会の時に、市役所の方から、こういう状況が有りますよということで、

私と工藤副会長の二人で、市役所の方と一緒に確認しました。一回目の時には、どこが設置したか気が付きません

でした。その後確認すると、ベンチの背もたれに、寄付なさった方の名前が薄く残っていました。ベンチ2脚とも、それ

が読めたので、工藤さんと色々とお話ししましたが、2軒とも商売をやっていない状況だということも、市役所の方に

は、回答してあります。

・全然、市役所がなにも動いてくれないということではなく、市役所にも処分をお願いしてあり、現在、市役所で、片づけ

るとの話は聞いてます。既に片付いたかどうかは、私はまだ確認ができていませんが・・・。
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全然、何も放っておいたということでは、ありません。私の方に問い合わせが有った時には、そういった回答をしてい

ます〔沼間1丁目自治会 高橋氏〕。

C2-1：有難うございました。私も実際に見まして、すごく薄く「コミネ薬局」さんのお名前が有って、その横に「寄贈」との字

が残っていました。右側のもう一つは、良く分かりませんでしたが・・・〔曽志会長〕。

C2-2：「市川電機」です〔工藤副会長〕。

C3：「市川電機」と言うのですか。お名前が有って・・・。「コミネ薬局」さんはもう無いのですか？〔曽志会長〕

C4：お一人暮らしで、商売はもう止めてます〔工藤副会長〕。

・そのような状況ですので、現状、荷物を載せていらっしゃる方は居ましたが、人が座ることはできません。

老朽化して危ないので、人が座ることはできないのは分かりますが、「その後、使用して下さっている方が居る以上

は、私は何らかの形で椅子を用意していきたいな。」との思いがあります。

ただ、それをどのような形で椅子を用意したら良いか、皆さんの意見をお聞きしたいと思います。

例えば、当住民協が会費で購入するか、または皆さんの寄付で賄うのか、といった色々な形が有ると思います。

これを、皆さんで決めていきたいと思いますので、どうぞご意見を戴ければ、と思います〔曽志会長〕。

【Ｑ＆Ａ、Ｃ】

Q1：ベンチの価格は、幾ら位するのですか？〔磯部事務局長〕

A1：ピンキリですが、同様の形のもので、一脚２～３万円位です〔曽志会長〕。

Q2：そのベンチを、この連合会で購入する、といった形にするのですか？〔曽志実氏〕

A2：いや、それは決まっていません〔曽志会長〕。

Q3：まだ、決まってないのですか。それでは、ここで購入するよと決めて、例えば寄付するとかを、採決するということで

すか？〔曽志実氏〕

A3：まだ、そこまで煮詰まった段階では無いです。今日は、問題の提起です。「私達として、どういう風に取り組んでいきま

しょうか？」といった、問題の提起です。ですから、こうすると決めている訳ではありません〔磯部事務局長〕。

C4：バス停のベンチは歩道上に置いてあるので、色々と責任問題が大変です。そのために、誰も名乗り出ないというの

があると思います。変な話ですが、その人が名乗り出ると、その人の管理責任になってしまいます。所有者がはっき

りすると責任問題が出てきます。その辺の話を先に確認しないと、我々住民協が買って、我々が責任を持つのか。

ああいったベンチは、歩道上に仮設の物ですから、固定することもできません。そうすると、動いたりすると、直せと

言われるのは管理者だと思います。その辺の色々な問題が有るのだと思います。そこをクリヤにしないと、我々が

買うとも言えないと思います〔逗子桜山ハイツ 望月氏〕。

Q5：市の方に、ちょっと聞きたいのですが、現状としてベンチが置いて有りますが、寄贈元が「コミネ薬局」さんと「市川電

機」さんですが、恐らくその所在が分からないために、市の方で強制的に直ぐ撤去することが、行政としてはできな

いのかと、私は思っていますが・・・〔工藤副会長〕。

A5-1：市が撤去することは、確認済です〔曽志会長〕。

A5-2：今、望月さんがおっしゃられたように、道路管理者というのがあります。例えば、東逗子駅前のロータリーの花壇

の所にも、「逗子市都市整備課」とプレートの付いたベンチとその横に背もたれの無いペンキで塗ったベンチも有り

ます。JRの駅長さんから「市のベンチはＪＲ用地に置くことを許可しましたが、隣のベンチはどなたが置いたか分か

りますか？」とのお問い合わせも戴きました。「市の方ではないです。」と回答しています。

・このように、道路とか土地を管理している方の許可を得て、ベンチは置くというものです。恐らく京急バスが、置いた

物でもないと思います。他の停留所にもベンチの有る所がありますが、多分ご寄付とかで京急バスや道路を管理

する方に許可を得て、当時は置いた物だと思います。

これは、工藤副会長が携わられている右折優先のバナーフラッグとか電柱幕も、その電柱や街路灯を管理してい

る方や、その下の道路管理者である県土木横須賀事務所に許可を得て付けていることと、同様だと思います。

撤去と言うのも、道路管理上危険なので、最終的には市の方で、市民の皆さんの税金を使って、撤去することにな

ります。

・工藤副会長がおっしゃているのは、「危ないのだったら、何故もっと早く撤去しないのか。」ということかと思いますが、

戦争中は建物疎開といって、空襲が来て火が延焼するから危ないと国が強制的に家を立ち退かせましたが、現在

では、危ないからと言って、個人の方が善意で置いたベンチを、直ちに強制的に撤去するのは、中々できません。

空き家についてもそうですが、今も法律で代執行で撤去することは可能ですが、それなりの危険性とか、緊急性が

有った場合にできることです。今回は所有者を探す掲示をして、一定期間を置いた上で、それでも名乗り出ないで、

所有者が解らないということであれば、市の方で片づけましょうという段取りを踏んでいることで、ご理解下さい



6

〔逗子市 村松氏〕。

A5-3：ある程度の公示期間が、必要なのですね。その間に、「それは私の持ち物です。」と名乗り出ると、その人に負担

が掛けられるのですよね。その期間、誰も名乗り出ないと、市の方で税金を使って処分することができるのです

ね〔望月氏〕。

A5-4：これも、例えて言えば、山の木の管理とか崖崩れとかも、その山や土地等の所有者の方が、木の伐採とか崖崩れ

予防とかを、基本的には管理して戴くことが前提になります〔村松氏〕。

C6：あのベンチは、商店街が管理をすれば、良いのではないですか？〔工藤副会長〕。

C7：商店街を代表して、お話致します。あのベンチには、寄贈と書かれています。寄贈というのは、あくまでそれを寄贈

した方が所有権を、恐らく放棄していると言うか、移転している筈と思います。そうすると、大事なことは、寄贈元本人

は、市に寄贈したつもりでも、市の方では「貰った覚えが無いよ。」という構図ができ上がっていることではないです

か。本来、これは本当に寄贈して、市が受け取りましたとなれば、所有権は市になる訳ですよね？〔森谷副会長〕

A7：市の方で、正式に受け取っているなら、その記録が残っている筈です〔村松氏〕。

C8：ですから、今までは勿論わからない状況だったのですが、今後を考えた時に、例えば「商店街でベンチを寄贈しよう

じゃないか。」との話になった時に、市が「受け取りましょう。」と言えば寄贈し易いですが、市が「受け取れない。」とい

う話になると、中々、「商店街でやろうよ。」というのは、難しくなってしまうと思います〔森谷副会長〕。

C9：その前に、今の話の流れを整理させて戴きますと、一つ目は撤去のことで、撤去に関しては、「公示して2週間の期

間が経過したならば、市が市民の税金を使って撤去します。」となっており、撤去の問題はそれで時間が経ってなに

も無ければ済みます。二つ目の問題は、「あそこにはやはりベンチが欲しいよね。」といった問題に関して、先ずは、

皆さんが設置に賛成されるかどうかといったことです〔磯部事務局長〕。

C10：そういった声が、出るかどうかですね。あそこを使っている方は、そこから先にいく方で、グリーンヒル等の方かと

思います。沼間の全地区の方が使っているとは、限らないということが、一つ有りますし、あそこのバス停を使われ

ている方から、「是非欲しい。」との声が有った時に考えても、遅くはないのかなと思います

〔子ども0円食堂 草栁氏〕。

A10：有難うございます。となると、グリーンヒル、アーデンヒル、沼間3丁目自治会等に、先ずはベンチが欲しいのかど

うかといったことを検討して戴くことは、如何でしょうか？他に意見が有ったら、言ってください。

グリーンヒル、アーデンヒル、沼間3丁目の3ケ所に持ち帰って頂いて、欲しいかどうかを聞いて頂いたら良いかと

思います〔磯部事務局長〕。

C11：アーデンヒルの方では、あそこのバス停からバスに乗り途中で降りて、アーデンヒルに上がって来るというのは、

多分考えられないと思います。あそこで待っている位なら、多分迂回して来られる方が大半であって、あるいはタク

シーに乗って、上がって来られると思います〔アーデンヒル自治会 池田氏〕。

C12：実は、私はあそこのバス停を利用している者です。私は近所に住んでいますが、田浦、横須賀方面に出る時は、

足が悪いので早目に行って、あそこのバス停のベンチに腰掛けてバスを待っています。私が見るところでは、あそ

このベンチを利用しているのは、私位です。グリーンヒルに行く人や子ども達は、立って待っています。

また、桜山4丁目のバス停にも、以前は折り畳み椅子が置いてあったのですが、壊れてしまい椅子が変わっていま

した。そこは、バス停の後ろのお宅の方が、替えてくれたようです。「椅子が変わりましたよね。」とお話しすると、

「うちのおばあちゃんが、そこに腰掛けるので、取り返させて戴きました。」とのことです。そういった善意でやって戴

いていることです。中々、難しい話です〔望月氏〕。

C13：ここはあくまで、京急バスを使われる方に特化してますよね。それを住民自治の方で、動くことですか？〔草栁氏〕

A13：京急バスは、「ベンチには関係していない。」と話しています〔曽志会長〕。

C14：今日ここに来るときも、ベンチに向かって右側は足が壊れているのですが、左側の方はまだ壊れていない状況で

すが、黄色のテープで立入禁止書いて有るのですが、現状では、お年寄りがそこに座っているのです。

新規に設置してあげるのが良いかとは思いますが、住民自治協議会でお金を出すのは、一番最後ですよね。

皆さんの声を聞いて、広告の看板を付けるなりして、寄付して戴くとか。そういった動きをするのは、住民自治協議

会でも良いと思います。それは、一切費用も掛かりません。商店街に寄贈をお願いしますとか。色々な広告を入れ

て、依頼するような動きを住民自治協議会でやるのであれば、良いと思います。なんでも直ぐ買っちゃいましょう、

というのは違うと思います。そういったことを、私は提案します〔工藤副会長〕。

A14：最初から、私はそれを言っています。「どのように動いていったら、良いでしょうか？」と、皆さんに最初に振らさせて

戴きました。例えば寄付とかを、一番最初に提案させて戴きました。次に商店街代表の森谷さんの方からも、商店

街の名前を入れるのであれば、例えば商店街の方でベンチの寄贈ということも考えられるとの話もありました。

また、昔、アイデアラボさんでしたか、駅前広場で木を使って物を作っていたグループも有りました。そういう所にお

願いしてみたり、日曜大工が得意な人が居れば、そういった人にお願いをしたりとか、皆さんのお知恵を戴いた上
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で、「こういう形はどうだろう、こうしたらどうだろうか。」とのお声を戴いている段階です。

後、もう一つお声を戴いたのは、「東逗子駅前広場の中に有るベンチが使われていないのであれば、このベンチを

こっちに持ってきても良いのではないか。」とのお声も戴いています。

ということで、直ぐに皆さんの会費の中から、数万円もするベンチを直ぐに買おうという思いはありませんので、

どんどんもっと良いアイデアというか、こんなやり方もあるというのを戴ければと思います〔曽志会長〕。

C15：私の方で、最初に申し上げたのは、市から「あそこのベンチはどなたの物ですか？」との問い合わせが有って、

その後見に行って、危険というテープが張ってあったので、「危険というテープが貼ってあるなら、撤去をして頂かな

いと、何か有った時に危ないじゃないですか。」ということを、市にもお話してました。

今、ちょっと聞くと、それを通り越して、色々と進んでいるようなので、「今、その論議は、ここで時間を掛けてやるも

のではない。」と、私自身は思ってます。逆に、本当に何が必要かというのは、「そういう状況で、市も危険だな思っ

てテープを貼ったならば、撤去をして戴きたい。」との思いで言ったことで、ベンチをその後どうする云々というのは、

撤去がはっきり決まってから、我々自治会の皆さんには提案していないので、そういう状況下で、連合会の話だけ

が先に行ってしまうと、だんだんややこしくなってしまうので、（我々自治会の皆さんにお話ししてから、）それ以降

にしたいと思うのですが、如何でしょうか〔高橋氏〕。

A15：撤去は2週間ということをお聞きした上で、お話しをさせて戴いたので、皆様も初耳だったことで、びっくりされたか

と思います。お約束をして頂いたので、２週間程したら、都市整備課の方で撤去して戴けると思います。

あそこがベンチの無いまっさらになると、お困りになる方もいらっしゃると思いましたので、このご提案をさせて戴い

たのです。有った方が良いだろうと思いますので、「商店街だったり、駅前広場のベンチだったり、自治会の人に聞

いてみたりしたらどうか。」とか、「寄付をしたらどうか。」とか、お声を拾わせて戴きました。

・有った物が無くなるというのも、不便に思う方がきっと居られると思いますので、あまり長い時間、ベンチが無いと

いうのもお困まりになるのではないかと思います。できれば、早めにこの話は進めていけたら、と思います。

今回は、ここまでにさせて戴きます〔曽志会長〕。

Q16：撤去期間の2週間というのは、今日からですか？〔工藤副会長〕

A16：あそこに貼り出されている紙が1月22日付けであり、そこから2週間程度で撤去するとのお話しでした〔曽志会長〕。

【磯部事務局長から】

・ここで話を纏めます。撤去に関しては、市の方で実施するということで、既に問題が解決しています。今後、あそこ

にベンチを設置するのに対して、色々な意見が出ましたので、皆さんに考えて戴いて、これから先はどうするかに

ついては、また次回に話合いをしたら良いかと思います。次回には、方針を決めたいなと思います。

一番大事なことは、無くなったままにするのか、やっぱり欲しいのかというのを、皆さんの意思として、次回確認し

たいのと、是非設置すべきと思って居られる方は、その方法やお金の集め方等を考えておいて頂き、次回にこの

話は続けたいと思います。

（３）会則改定の今後の取組について 〔曽志会長〕

・先月は、年末のお忙しい中、臨時総会を持たせて戴き、有難うございました。

11月の末に、承認という形を持ちまして、会則の内容も皆様に承認して戴いた上での臨時総会でしたが、その間に

ご提案ということで、質問等が出まして、その旨皆様にご承認戴くことができませんでしたことを、もう一度反省と言

いますか、会則改定の中を詰めていかないといけないのかな、と思います。

・一つだけ、残念なお話しをさせて戴きます。その臨時総会の時に、欠席される方から、委任状を他の代表者の方に

提出を託されたり、事務局長に郵送やメール等で届くようにしていました。

有る方が委任状を近くの人からお預かりをして、「これは委任状だから・・・。」と言って手渡された中に、こちらから

総会資料を送って無い人からの委任状を戴きました。持って来られた方に、「何故この団体の委任状が届くのでしょ

うか？」とお聞きすると、「手持ちの委任状をコピーして、書いて貰った。」とのことでした。

コピーをした上で、その団体の方に委任状を依頼し、その団体の方のお名前を記入し、さらには持って来た人の名

に一任するという委任状を作成したという、非常に残念なことが発生しました。

これは世間的には、犯罪に近い、そういう残念な行為が行われたことを、ここでご報告させて頂きます。

・臨時総会で承認して頂けなかった点については、今後、皆様のご意見も交えながら、検討して参りますので、宜しく

お願い致します。毎月のように、役員会等の際に詰めております。

・現時点におきましては、事前に戴きましたコメント、それから総会当日に戴いたコメント、これに関して、纏めており

ます。戴きましたご意見は、全てリストアップして、これから一個一個回答していくような形を取らせて戴きます

〔磯部事務局長〕。
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【Q&A、Ｃ】

Q1：先程の話の委任状は、会員名簿に載っているのですよね？〔工藤副会長〕

A1：名簿に載っていない団体です〔曽志会長〕。

Q2：その団体が抹消された名簿が、会員の皆さんに回っていないからではないですか？〔工藤副会長〕

A2-1：事務局の方からお答えしますと、おっしゃる通り、その団体が抹消された名簿は、皆さんにお配りしていません。

しかし、（議事録の中に残っていますが、）その団体の退会に関しては、代表者会議で曽志会長から皆さんの方に、

ご報告を致しております〔磯部事務局長〕。

A2-2：それで、その団体の方には、臨時総会の書類は、事務局の方からは一切お送りしてませんので、その団体の方

には、委任状といった書類が届く筈が無いのです。それなのに、その団体から委任状が提出されたので、とても

不思議に思いました〔曽志会長〕。

３．３ 逗子市審議会・懇話会等の報告

（１）住民自治協議会連絡会 〔森谷副会長〕

・昨日、1月24日に住民自治協議会連絡会が開かれました。曽志会長が都合がつかなかったことから、私が出席

致しました。現在、逗子市には、沼間、池子、小坪、久木という4つの住民自治協議会が有ります。本来、５つないと

いけないのですが、逗子地区は、未だに住民自治協議会ができていない状況になっています。その中で、連絡会と

いう形で、各住民自治協議会での共通の問題点とかを探ろう、ということで開催されています。

・昨日は、各住民自治協議会の予算案が、ほぼ満額で承認されたということでした。一部、池子住民自治協議会の方

で、防災マップの制作費を、来年度に廻して欲しいという形になっているだけです。それも、「未だ、そこまで動いて

いないので、今年の予算でなくて良いのではないですか。」という形になっているだけです。その部分を除けば、

満額承認された形になりました。

・また前回から、「住民自治協議会とはそもそも何なのか、住民の方々に周知されておらず、市としても、もう少し広報

して欲しい。」といった話がありました。今回、市の広報誌の方に、各住民自治協議会の活動内容が、１ページずつ

４ページに渡って、載ることになりました。それが、今回の大きな項目の一つです。

・先月、この沼間小学校区住民自治協議会でも、わんわんパトロールをやろうとの話がありましたが、これも他の住

民自治協議会の方で既にやられており、「これは良いね。」との形で情報を戴いて、始めることになりました。

また、この沼間小学校区住民自治協議会でやっている空き家のやり方も、「こういったやり方が有るのですね。」とい

う形で、小坪の方から「うちも、このやり方でやりたい。」との話が出ました。こういったように、色々な事柄について、

住民自治協議会同士で話し合いをしています。そこで得た色々な情報を、自分達の住民自治協議会に持ち帰り、

できることはやっていこうとの形になっています。

昨日は、このようなことが話合われたことを、ご報告させて戴きました。

４．地域の団体活動

４．１ 関係団体からの報告

（１）沼間体育会 〔沼間体育会 平井氏〕

・沼間体育会の平井です。1月12日の、市内一周駅伝大会の結果を、報告致します。

事故も無く、無事終了致しました。皆さんから、ご声援、ご協力を頂きまして、有難うございました。

結果は、１位が小坪チームで、2位が池子チーム、3位が沼間チーム、4位が桜山チームの順となりました。

・道路を走るのは中々規制が厳しく、市内一周駅伝をやっているのは、逗子市以外では少ないようです。

殆どの所は、警察署がストップを掛けるので、中々できないようです。逗子市は簡素なことも有りますが、皆さんの

ご協力で実施できるということで、感謝しております。

（２）ズシップ沼間地区連合会 〔ズシップ沼間地区連合会 小池氏〕

・特に有りません。

（３）東逗子子ども会連合会 〔東逗子子ども会連合会 曽志氏〕

・特に有りません。

（４）逗子杜の郷 〔逗子杜の郷 田邊氏〕

・現在、杜の郷では、特別な感染症とかそういったものの発生は無く、巷ではインフルエンザとか、ノロウィルスとか
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報道されてますが、関連施設では、最近皆さんも怖がっているコロナウィルスの進化形がありますが、ノロウィルス

進化形と言いいまして、症状は吐くのですが下痢はしないとか、逆に下痢はするが吐かないといった、一貫して吐

いて下痢する従来のノロの症状とは違った、感染症が流行っているようです。当施設では、そういったことは有りま

せん。

・また、何度もお願いしているのですが、地域の方と一緒に実施できることを考えていまして、第二木曜日の午前中

に、スズキヤさんが当施設のエントランスに来られ、色々な物を販売して頂いていますので、ご近所の方々や通

りかかりの方は宜しかったら、買いに来て頂けると有難いです。今はスズキヤさんも月に一回ですが、皆さんに、

もっとご利用頂けますと、月に２回にすることもできるかもしれません。ご協力をお願い致します。

（５）東逗子商栄会 〔東逗子商栄会 森谷氏〕（資料配布）

・ピンク色の紙のチラシをお配りさせて戴きましたが、今回、2月2日の朝市では、今季初収穫の小坪産の新わかめ

が販売できることになりました。昨年は、わかめが全然採れなくて、わかめ販売ができなかった一方、一昨年は、

わかめが沢山採れましたので、ステージで詰め放題というのをやらさせて戴きました。

今回は、「海水温が下がらなくて、わかめの生育が悪いので、もしかしたらできないかもしれない。」と言われていま

した。今、市の掲示板に貼ってあるポスターには、わかめのことについては、何も触れていません。

昨日、最終決定が有り、「販売だけは用意します。」という形になりました。小坪で採る一番最初の新わかめであり、

逗子市のどこでも未だ売っていないものを、沼間で最初に売ってくれるとのことになりますので、是非買いに来て頂

きたいと思います。一袋500円ですので、どうぞ宜しく、お願い致します。

（５）避難所運営委員会〔避難所運営委員会 石井氏〕

（ａ）避難所運営会議から

・昨日、第123回を避難所運営会議を、沼間小学校で行いました。参加された方は、どうもお疲れ様でした。

ここでは、昨年の11月23日に運営訓練を実施した、その反省会でした。11月23日は、「予備訓練も行わずに本番

を実施したので、非常に反省点も多い。」と言う意見が多々ありました。「この点を、どんどん改善して、今年の避難

所運営訓練には、反映していきたい。」と考えています。

（ｂ）防災キャンプの案内

・次に、「みんなの避難所」ということで、この沼間小学校区コミニティセンターで防災キャンプを開催する予定です。

2月29日（土）16:00から3月1日（日）9:00まで、対象は沼間地区在住の小学生・中学生です。小学校3年生以下の

お子さんについては、保護者同伴でお願いします。

・この件については、各自治会、町内会の方に、さらにメール等で配信する予定です。

参加者希望者がいましたら、この沼間小学校区コミニティセンターで行ないますので、宜しくお願いします。

参加費は、一人500円をお願いします。

・キャンプの内容は、段ボール等で作る就寝スペース、炊き出し体験、簡易トイレの作り方、持ち寄った物を発表する

物件発表会、避難訓練とか、色々と実際に避難があった場合には、こういったことをやるというのを小・中学生にも

やってもらうという体験を予定してます。

皆さんの方でも、関心が有るようでしたら、別にお子さんが居なくても参加することは可能ですので、ご参加頂けれ

ば幸いです。以上です。

【Ｑ＆Ａ，Ｃ】

C1：昨日の運営会議の資料を、私も見ました。前回の避難所運営訓練でのアルファ米の炊き出しは、簡易コンロを使用

していましたが、なかなかお湯が沸かず、かなりの時間が掛かった状況だったそうです。私ども自治会では、薪と

かを用意していますので、薪でお湯を沸かすのであれば、宜しければ、薪をお貸し致しますので、ご検討ください

〔逗子桜山ハイツ 工藤氏〕。

A1：訓練当日は、小雨が降って、意外と風が強ったので、簡易コンロでの湯沸かしに時間が掛かりました。実際の災害

時の避難でも、この様な天候は有りますので、実際に近い状況での炊き出しでした。簡易コンロは火力が弱く、風避

け等の備品も何も有りませんでしたので、4台のコンロで100人分のお湯を沸かすのに、1時間半を要しました。

場所も外でやったことから、風の影響も強く、場所的なこともを検討する必要が有ったかと思います。

実質的に、万が一の時は、そういう状況下でやることも往々にして有るのではないか、ということが体験できたと思

います。ご提案頂いたように、これから、薪を活用することも考えていかないといけないかと思います。

一方、火の関係では、消防法の関係もありますので、その辺もクリアしていかないといけないと思います。

色々と検討していきたいと思います〔石井氏〕。
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（６）ずし子ども0円食堂 〔ずし子ども0円食堂 草栁氏〕

・ずし子ども0円食堂の草栁です。いつも、有難うございます。

1月は、冬休み明けの8日に、子ども0円食堂を開催しました。当日、午前中は、雨がずっと降っており、スタッフ

から「今日は子ども達、どうかしらね。」との声が出てはいましたが、いつもより本当に少なく、スタッフを含めて全部

で49名という参加者でした。ゆったりと、穏やかな感じでの開催となりました。

・いつも食材とか、調理とかを手伝ってくれている（私達はスーパーボランティアと呼んでいる）稲さんと言う方が居ら

れますが、彼が子ども達に出来立てのお餅でお汁粉を提供したいとのことで、餅つき機を持ってきて頂きました。

餅つきを初めて見る子ども達が多かったので、良い経験になったのではないかと感じました。

・横浜市西区の社会福祉協議会の方から講師の依頼を受け、1月23日に「子ども0円食堂の活動と地域の繋がり」と

いうタイトルで、発表させて頂きました。お陰様でこのように、逗子子ども0円食堂は、色々なところで名が広がって

きており、地域の子ども達のためのネットワークも広がっていくと感じます。

これからも、ご支援、宜しくお願い致します。以上です。

４．２ 協力団体からの報告

（１）沼間小学校 〔沼間小学校 小島氏〕

・皆さん、こんにちは。いつも、お世話になっております。

学校は1月8日に再開しまして、子ども達は冬休みを楽しく過ごして、初日は友達同士で、「冬休みには、色々なこと

が有ったよ。」と話し合う姿が、見られました。新しい年が明けて、昔で言うところの3学期（今は学校は前期・後期制

で後期に当たります）になっていますが、昨日までの間で、すっかり日常に戻っています。

これから、学校は年度末に向けた対応が有り、6年生は卒業を控えており、纏めの時期に入っていくと思います。

・お陰様で、今のところはインフルエンザも流行っていないので、「このまま元気に過ごしてくれると良いな。」と思って

います。また、どうぞ宜しく、お願い致します。

（２）沼間中学校 〔沼間中学校 関氏〕

・皆さん、こんにちは。出席が遅れてしまいましたが、今年も、どうぞ宜しく、お願い致します。

今日、遅れましたのは、学校会場ということで英語検定試験をしており、私も駆り出されていました。

・一昨日、昨日の両日、2年生は職場体験学習ということで、東逗子の事業者の方々に、色々とお世話になり、有難う

ございました。

・子ども達は、インフルエンザにもあまり罹らずに、元気に登校しています。3年生の方はもう、推薦入試等が始まっ

ており、来週は公立高校の出願も始まりますので、また、緊張の場面が続きます。

1年生、2年生、3年生も皆、元気にやっておりますので、今後もどうぞ宜しく、お願い致します。

（３）東部地域包括センター 〔東部地域包括センター 松下氏〕

・皆さん、こんちは。本日、松下がお邪魔させて頂いています。今年も、どうぞ宜しく、お願い致します。

口頭ですが、本日はイベントのお知らせを1件させて戴きたい、と思います。

3月14日（土）の午後に、商工会館 3階で、「楽しくお口の健康を知るイベント」というのを、開催する予定になって

います。

・今年度、東部包括では、介護予防の中での口の健康について、地域のケアマネージャーさんとも「地域ケアマネ

会議」というのを重ねながら、取り組みました。それで、「お口の健康が、体の健康に繋がるね。」ということ、「お口

は体の入口なので、そこを綺麗にすることが、きちんと噛んで、飲み込んで、栄養を摂れるという良い状態が作れる

ね。」ということになりました。県の歯科衛生士会の衛生士さんにも、ご協力頂きまして、「今日も元気に、お口の体

操」という、口腔体操のシートも作成してます。

・3月14日のイベントでは、このシートも使いまして、「歌いながらでもできるお口の体操」の紹介し、ギターに合わせ

ての歌の後、ちょっとお茶を飲みながら、お楽しみ頂けるように考えてます。

来月、お邪魔させて戴くときには、チラシをお持ち致します。皆様、お時間が有りましたら、是非お誘いあわせの上、

ご参加頂ければ、嬉しいです。

・今後も、何か東部包括の方にご相談がございましたら、ご遠慮なく戴くよう、宜しくお願い致します。

以上です。どうも有難うございます。

５．地域の情報の発信
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５．1 行政からのお知らせ 〔逗子市 村松氏〕

（１）セミナーの御案内 （資料配布）

・改めまして、逗子市です。今年も、どうぞ宜しく、お願い致します。

市の方から、今日は2枚、チラシをお配りさせて頂いています。一枚は、薄い水色の紙で、「空き家予防～住まい”

も”終活～」とのセミナーの御案内です。これは空き家対策でして、こちらで今取り組まれている空き家の活用とは、

ちょっと趣が異なるかも知れませんが、空き家にしないためということで、神奈川県居住支援協議会の主催で、逗子

市のまちづくり景観課が協力で、2月9日（日）13:30～、逗子文化プラザ 市民交流センターで、開催されます。

ご興味、ご関心の有る方は、是非お申込みを、お願い致します。

（２）保育士の募集 （資料配布）

・もう一枚は、白い紙で、「自然豊かな逗子で保育士になりませんか」とのチラシです。昨今、テレビや新聞等でも、

全国的に保育士が足りないということが、ニュースになっています。逗子市も、例外ではありません。

・逗子市の公立の保育所は、神武寺駅の隣の湘南保育園と小坪に有る小坪保育園の2園ですが、民間の保育園も

市内に多数有ります。この小学校区にも、沼間愛児園さんなどが有りますが、公立、私立問わず、保育士の方を募

集しています。

・フルタイムの保育士だけでなく、パートタイム勤務のような求人も有りますので、保育士資格を持っている方が身近

にいらっしゃいましたら、また働いてみたいとの方がいらっしゃいましたら、是非、お問い合わせ願いたいと思いま

す。逗子市教育委員会保育課、またはそれぞれの保育園に直接問い合わせても構いませんので、どのような採用

条件で、どれ位募集をしているかと、いったことをお答え致しますので、お問い合わせ頂ければ、と思います。

宜しく、お願い致します。

（３）広報ずしでの住民自治協議会の紹介

・先程、住民自治協議会連絡会のところで、各住民自治協議会のことを特集するとご紹介戴きましたが、広報ずしの

巻頭特集で、住民自治協議会を取り上げさせて頂く予定です。この沼間小学校区の他、市内の各住民自治協議会

の活動状況や、そもそも住民自治とはといったところ、また、市長のコラムでも、その辺を触れる予定となっていま

すので、宜しくお願い致します。市の方からは、以上です。

５．２ 議員からの情報

・今日は、市会議員の皆さんは、全員お仕事があり、欠席してますので、お休みとします〔磯部事務局長〕。

５．３ その他 〔出席者からの情報、意見、要望〕

（１）五霊神社から 〔五霊神社氏子会 杉山氏〕

（ａ）節分祭の豆撒き

・こんにちは。五霊神社氏子会の杉山です。2月3日、3時30分から、節分祭の豆撒きをやります。

小学校が終わって、3時30分からなら間に合うのではないかということで、今年は30分繰り下げました。

豆の袋を1200～1500袋作って、それに見合う景品を皆さんからかき集めています。少なくても、1ケは持って帰って

頂けるよう準備を進めています。袋をいっぱい拾うと、10ケも持って行く人もいます。そういった形の楽しい豆撒き

です。シルバーコーナーと、お子様コーナーと、二つを別に実施することで、安全の面でも気を付けています。

・逗子警察署の地域課の課長の所にも、ご挨拶に行っており、お巡りさんにも参加をお願いしています。

・豆を撒く人は、今頼んでいるのは、桐ケ谷市長、近藤県議会議員、匂坂市議会議員、田幡市議会議員の4人にお願

いしています。もし、この中でも、私も豆を撒きたいという人が居れば、ここで採用致しますので、言ってください。

豆撒きは以上です。宜しくお願い致します。

（ｂ）他の行事

・3月1日に祈念祭ということで、今年の豊作を祈るお祭りがあります。

この祈念祭と収穫際は、いつも皆さんにお声掛けしていますが、中々集まって頂けず、社殿の中に皆さんに入って

戴こうと思っていますが、せいぜい1人来るかどうかといった状況です。ということで、役員だけの祈念祭といことに

なってしまいます。3月1日の10:00からですので、もし宜しければ、顔出し下さい。

・その他、当神社の行事にご協力戴きまして有難うございます。 宜しく、お願い致します。
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【Q＆Ａ】

Q1：祈念祭というのは、あまり馴染みが無いのですが、どのような感じの式になるのですか？〔磯部事務局長〕

Ａ1：単純なのです。宮司が来て、「今年は良い年になりますように。」と祝詞があがります。主にはそれだけです。

昔の農作業のことなんだと思います。今年は米がいっぱい採れますように、というのが祈念祭で、新嘗祭とい

うのが収穫祭です。そのような感じのお祭りです。節分祭が役員が一番苦労するお祭りですので、ご協力を

お願い致します〔杉山氏〕。

（２）神武寺ハイキング道の環境整備 〔寺まちプロジェクト実行委員会 北川氏〕

・昨年もこの場をお借りして、ご案内させて頂きました。私共のプロジェクトも、これで4年目に入りました。

神武寺表参道の桜の木は、元々38本有ったのですが、老木化しており、万一ハイカーに当たると物騒だということ

で、一昨年は、ボランティアを使って、全部伐採しました。

・また、昭和40年代までは、表参道から逗子湾が見えたそうです。昨年、それを計画しまして、車地蔵というお地蔵さ

んが有るのですが、そこから南の方を見ますと、逗子湾が見えるようになりました。

・ミツバツツジというのが、鐘楼の所に有るのですが、その種を採って、長い話ですが、これからミツバツツジをこれ

から、育てようと考えています。桜の方は、杉の木があれだけ伸びていると、桜は植樹しても殆ど育たないとのこと

で、残念ながら桜は諦めています。

・今年は、金毘羅櫓というのが有りまして、そこを少し手入れをしようと思っています。毎年、神武寺自治会さんの方に

はご協力頂いています。

・お配りしましたチラシに有るように、3月7日（土）13:10受付で、14:46の東日本大震災の直前まで終わらせて、黙と

うをしようとのスケジュールで、毎年やっています。

・この後、4月16日に「トレールラン」と言うのをやっています。これも、4回目になります。毎年、600名位の方が全国

から来ます。このトレールランは親子で走りますので、お子さんが半分なのですが、全員が電車で来ます。

・また、秋にも11月にトレールランの小型版、200名でやりました。

・それから、神武寺さんは、お宝という程ではないですが、色々と有形文化財を持っていますので、11月23日にそれ

をこれから一つずつ展示していこうということでやりまして、約150名の方が来られました。

・そういうことで、なんとか神武寺さんに人を集めれば、下のお寺さんを含めて、東逗子の方に人が来るのではない

かと、活動しています。是非、ご協力頂ければと思います。色々と有難うございました。

６．連絡事項

（１）第10回代表者会議 2月22日(土) 15:00～17:00 沼間小学校区コミュニティセンター

（２）次回役員会 2月14日（金） 19：00～ 県営逗子桜山ハイツ集会所

以上

【参考：五霊神社ＨＰhttps://yaokami.jp/1140865/から】（書記から）

https://yaokami.jp/1140865/

